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会  議  録 

 

 

会議名 令和４年度第６回図書館協議会 

事務局 図書館 

開催日時 令和５年３月３日（金） 午後３時～午後４時３０分 

開催場所 図書館本館 地階集会室 

出
席
者 

    

委員 
大串委員、大塚委員、高橋委員、諏訪委員、伊東委員、林委員（リモ

ート参加）大久保委員、藤森委員 

欠席者 川井委員、奥村委員 

事務局 内田図書館長、中島庶務係長、香川奉仕係長、若藤主査、神田主事 

傍聴者の可否 可 傍聴者数 ０ 

傍聴不可・一部不可の場合はその理由  

会議次第 

 

１ 議題 

⑴ 小金井市行財政改革２０２５に基づく図書館緑分室の委託化に

ついて（諮問） 

 

 

 

 

 

 

⑵ その他 
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令和４年度第６回小金井市図書館協議会 

令和５年３月３日 

 

 

【大串会長】  それでは、皆さんこんにちは。ただいまから令和４年度第６回

小金井市図書館協議会を開催いたします。 

 まず、図書館長から一言お願いいたします。 

【内田館長】  前回に引き続きまして、緑センターの委託に関しまして貴重な

ご意見をいただきたいと思いますので、本日、何卒よろしくお願いいたします。 

【大串会長】  それでは、出席者と資料の関係、これを事務局からお願いいた

します。 

【内田館長】  事務局から報告させていただきます。 

 本日の出席者についてご報告いたします。本日は委員定数１０人中８人のご

出席となっております。 

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。 

 前回の協議会において、開館時間に関してご協議がありましたので、多摩２６

市における図書館運営状況について、時間帯別利用者数、それと小金井市緑セン

ター、サウンディング型市場調査についてを配付させていただいております。不

足がございましたら事務局にお申し出ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、会長よろしくお願いします。 

【大串会長】  それでは、式次第に従って進めたいと思います。 

 まず、小金井市行財政改革２０２５に基づく図書館緑分室の委託化について

を議題といたします。 

 事務局からお願いいたします。 

【内田館長】  まず、資料のほうですが、「多摩２６市における図書館運営状

況について」という資料については、令和４年８月現在の各市における中央図書

館、それから分館の開館時間と年間の開館日数をまとめたものとなってござい

ます。 

 それから、小金井市立図書館時間帯別利用者数ですが、表面の上段は、令和４

年８月から１２月までの本館における開館時間別の図書利用カードの１日当た
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り平均利用者数、表面の下段は、同時期における１７時以降に来館された人数に

なります。 

 裏面にいきまして、上段は、同時期における緑分室の図書利用カードの１日当

たり平均利用者数、下段は、同じく貫井北分室におけるものになります。 

 それと、前回、１月３１日の協議会以降の進捗状況を報告させていただきます。 

 ２月３日、６日、７日にサウンディング調査を実施いたしました。計４社がお

見えになりまして、貴重なご意見を賜りました。この結果については、各社に確

認の後、２月２８日にお手元に配付させていただいた資料のとおり、ホームペー

ジで公表しております。業者側からいただいたご意見につきましては、今後、事

業内容及び事業者募集に係る条件検討の参考とさせていただきます。 

 なお、前回も説明させていただいておりますが、前回と今回のご協議を参考に

答申案を作成いたしまして、次回の協議会において皆様にその答申案をご確認

いただき、最終的には正副会長にご一任いただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

【大串会長】  それでは、質疑、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 今、館長から説明があった事柄について、特になければそれ以外全般的な、ほ

かに気がついたことはあればということになると思いますが、いかがでござい

ましょう。 

 はい、どうぞ。 

【高橋委員】  このサウンディング型市場調査の話でもよろしいですか。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【高橋委員】  この中で指定管理のほうが望ましいというような意見もあっ

たようなんですが、市としては業務委託ということで話を進めていらっしゃる

ということでよろしいでしょうか。 

【内田館長】  市としては、あくまで業務委託というところで考えております。 

【高橋委員】  分かりました。 

 あと、引き続きよろしいですか。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【高橋委員】  先ほどの大串会長のお話とか、それから、グループで公民館の
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方とお話しした中で、やはり、先生のこの資料だと「本を仲立ちとして人と人が

つながり、集い、新しい知と活動を生む」という、これは公民館の方針とも全く

一緒だというお話があって、やはり図書館と公民館は一緒というのは緑の図書

館と公民館ですよね。緑では介護福祉課が入っていたり、それから生涯学習課が

あったり、いろんな課が入っていらっしゃるので、縦割りではなく横のつながり

で、こういう人とのつながりというのができる場なのかなと私思いまして、ちょ

っと私、権利擁護の生活支援員という仕事もしているんですけれども、内風呂も

ない高齢者の方もいるんですね。そうすると、今、ぬくい湯さんしか小金井には

銭湯がありませんので、そこまですごく遠くまで歩いていったりとか、帰りもバ

ス２本乗り継いで帰るとかいう方がいらっしゃるので、あそこでシャワー室と

かお風呂もありましたよね。ですから、これが実現できるかどうか分かりません

が、例えばそういう高齢者の方に開放して、それで畳のお部屋でくつろいでいた

だきながら、本を見たり、雑誌を見たり、そこで交流したりという、そういうこ

とができたりするのかなとちょっと思いました。 

 先ほどのグループでも、小さい子供がいるとどうしても本を読みたいと思っ

て、借りて帰るだけではなく、畳のお部屋で声を出して本を読めるスペースがあ

ると、ほかの子供たちとか、ほかのお母さんとの交流もできたりというお話もあ

りましたので、そういうような形で、公民館なんかができたら、地域とのつなが

りというか、世代間の交流とか、そういうものができたらいいなと思っておりま

すので、そういうことも含めながらの図書館、公民館づくりができたらいいなと

いう感想を持ちました。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

【諏訪委員】  今のご意見に私も賛成なんですが、ただ、現実にもうやってい

ますよね。 

【高橋委員】  やってるんですか。 

【諏訪委員】  私は、今おっしゃられた高齢者で、今年、喜寿で７７歳になり

ますから、多分この中で一番年齢が高いほうの１人だと思うんですけど、あそこ

で私は、市がやっていた陶芸教室に参加してから、あと、陶芸クラブが４つあり

ますよね。それにもうずっと、３年ぐらい参加していましたけど、そのとき見て

いると、確かに高齢者の方が和室でヨガみたいなのをやっていたりとか、そうい
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う活用を既にしていますので、十分、これからもそれは継続するでしょうからい

いんじゃないかと思います。 

 それが一つと、先ほどの三者合同会議のときに、中心は大串先生のお話ですけ

れども、その後に１００年時代の云々という長い期間のものを、たった１５分間

議論して、まとめて報告しろというむちゃなご要求はちょっといかがなものか

なと。それは無理。ただ、しいて言うならば、先ほど大串先生が言われた中に宣

言がありましたよね。公共図書館の使命ということで、その中に持続可能な開発

目標、今はやりの言葉ですけど、それがあるならば、なぜダイバーシティー、多

様性というのが入ってないかということです。要するに、多様性の中に、高齢者

から小さな子供まで全部対象とするような図書館であるべきだという話が、目

標の中に入ってしかるべきじゃないかなと。図書館という性格からすれば、子供

から、爺さん、婆さんまで含めて対象にできる話ですから、ぜひそういう方向を

持っていただきたいなという感想を持ちました。 

 ちょっと余分な蛇足かもしれませんけれども、一応参考までに取り入れてい

ただけるとありがたいなと思います。 

 以上です。最初に名前を言い忘れました。諏訪です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。ご意見があれば。 

【大塚委員】  サウンディングの資料のほうで、司書資格の保有率は５０％が

妥当であるとありまして、実は私が勤めていた国立国会図書館も、資料をお渡し

するカウンターなどは業務委託でやっているんですけれども、そこでは全員が

司書の有資格者ということではありません。こういうふうに全体でパーセンテ

ージということではなくて、カウンターの責任者とか、それから、例えばグルー

プをつくって、そこの責任者になる人は司書資格があることと仕様書で書いて

いました。 

 理由はというと、例えば職員が日本十進分類法と言ったときに話が通じない

と困るわけですよね。それから、指示を出されるポイントの人たちはきちんと司

書資格を持っていることという条件でたしか委託をしていたことがあるんです。

ですので、５０％というのも一つの考え方かもしれませんけれど、有資格者につ

いて確保が難しい場合はそういう考え方もあるのではないかなと思いました。 
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【大串会長】  ありがとうございます。ほかにございますか。 

 先ほどの会議の中で、我々のグループの中で出された意見では、あそこの図書

館の部分は、あまりごちゃごちゃし過ぎていると。やっぱり蔵書、本のスペース

を確保することと同時に、もっとゆったりと本に接したり、空間的にもゆったり

できるような空間があったほうがもっと親しめるよねという話があって、そう

すると、僕個人的には確かにそれはそのとおりで、図書館って結構蔵書の関係で、

無理やり詰め込んだり、上まで積み上げたり、いろいろしているところがあるん

ですけれども、こちらの場合は、適切な除籍をするということと、やっぱり保管

する場所は、中だけでやるというのはなかなか難しい話で、僕の経験では学校の

空き室を使うとか、行政のどこかで空いている空き倉庫を見つけ出してきて、そ

こに運び込むとか、いろいろなことをやった記憶があるんですけれども、その場

合、保管する場所等での管理の方法とか、管理のシステムとか、管理の中身がど

うなのか、いろいろ問題があるんですけれども、やっぱり検討としては、もう少

しゆったりした空間にしたほうが僕はいいと思います。 

 それから、本というのは、やっぱり表紙を見せたり、いろんな見せ方をという

ことで魅力が、１冊単位で置いてあって突っ込んであるだけだとあんまり輝き

が出ないですけど、幾つか表紙やなんか含めながら組み合わせて本棚に置くと

魅力が出て、またよく借りられるということもあるわけだし、だから、その辺も

含めて適切な除籍とか外部の保管等々考えていただいたほうがよろしいんじゃ

ないかと個人的には思います。 

 僕が担当した資料室なんかは結構大胆な除籍を行って後で怒られたりなんか

しましたけれども、どれぐらい本を持っていくかということは、それぞれの図書

館の考え方ですからあれですけど、最近僕が関わった区の図書館では、区だから

専門図書館もたくさんあるし、周りにもたくさんあるから、持っている本の数は

ある程度限っちゃっていいんじゃないかと大胆なことを言ってしまったことが

ありますけれども、それも図書館考え方でね、と思いましたね。 

 ほかに何かございますか。 

 どうぞ。 

【藤森委員】  すごく基本的なことに戻っちゃって申し訳ないんですが、緑の

委託ということに関して、もう業者のほうは決まっているということですか。 
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【内田館長】  業者のほうはまだ決まっておりません。あくまでもサウンディ

ング型調査というのは、緑センターを生かしてどういうような事業をこれから、

よりいいものをつくるためにご提案いただけるかというものを、手挙げ方式で

業者さんに来ていただいて。 

【藤森委員】  手挙げ？ 

【内田館長】  手を挙げていただいて、来ていただいて。ご意見をいただく中

で、我々がそれを基にして、今後の契約の事業内容を検討していく参考にさせて

いただく。まだ参考という程度で来ていただいた話ですので、事業者が決まって

いるとか、そういうことではありません。 

【藤森委員】  例えば、業者を決めるときの、図書館の運営に経験があるかど

うかとか、そういうことって考慮されて決めることになるわけでしょうか。 

【大串会長】  どうぞ。 

【中島庶務係長】  今、藤森委員がおっしゃった契約のときにというのは、前

回、東センターとかのときにはプロポーザルという、幾つかの事業者さんに手を

挙げていただいて、プレゼンをやっていただいて、こちらのほうでいろんな評価

項目でチェックしていって、一番点数の高いところに決まった形式を取りまし

た。次回も同じような形式を検討しておりますので、おっしゃっていただいたよ

うな部分、最低限守っていただく部分、仕様書の内容は決めるんですけど、プラ

スアルファ事業者さんのオリジナリティーというか、そういったものをプレゼ

ンでやっていただいた上で高いところに決めていただく形になるので、司書の

方をしっかり雇うこと、今おっしゃっていただいたようなことを基本の守って

いただく部分に掲載をしていくことになろうかと思います。 

【藤森委員】  ありがとうございます。 

【大串会長】  じゃあ、今回も事務的に進めるときはプロポーザル方式でやる

とか、一応考え方はあるわけ？ 

【中島庶務係長】  そうですね。プロポーザルは、今のところ前提として考え

ているやり方になります。 

【大串会長】  プロポーザルでやるというときは、一応こういうような内容で

やっていただきますよということも公表されて、それでこういう評価基準で判

断しますよというのを公表されて、それでやるんですよね。 
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【中島庶務係長】  はい、そうです。 

【大串会長】  一応委員も何人か決めて、自治体によって違いはあるんですけ

れども、我々みたいな学識経験者と市民の方を何人かとかね。それから、それに

行政の方も加わると。いろんな決め方があるんですけれども、それはあちらのほ

うのお考えで進めていただくことになるというふうに思っています。我々の立

場といいますか、市民の側から見ると、小金井市さんはできるだけオープンな形、

公表された形で進められていると思うので、皆さんの納得できる形で進むと思

います。 

 はい、どうぞ。 

【藤森委員】  そうすると、緑を委託するに当たって、こういうことが希望と

いうことを今私たちで話し合っているわけですけれども、それは業者が決まっ

た段階で、私たちのまとめた意見としましてそちらに伝えることになるわけで

しょうか。 

【大串会長】  いや、我々としては、館長さんのほうからこれについて審議し

てくださいと言われていますので、一応それについて今話合いをしていて、そう

いうのは事務局のほうでまとめていただいて、それで諮問案というのを作って

いただいて、我々の中でもう一度それを見て、これでいいだろうということであ

れば、じゃあ、これでやるよというふうに会長としては言って、それで向こうに

紙切れを渡して、それをベースにしながら、今度は行政のほうとして、図書館側

として、こういうふうにやろう、ああいうふうにやろうと、またいろいろ意見が

出ますので、教育委員会の中でもいろいろ意見がありますので、そういうのをま

とめて事務局の側で、こういう内容で、こういう枠組みで、こういうふうにして

業務委託したいというのをつくって、それは公表されて、全部じゃないですよ、

骨子を公表されて、それを業者さんに示して、それで業者さんの手を挙げたとこ

ろがプロポーザル、こういうふうにやるよという話をするという流れですよ。僕

の理解では。大体そんな感じでいいよね？ 

【内田館長】  そうですね。 

【藤森委員】  ありがとうございます。 

【大串会長】  どうぞ。 

【諏訪委員】  質問ですけれども、図書館業務及び公民館業務の業務委託とい
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うことになっていますね。ウエートはどちらにあるんですか。これは図書館協議

会ですから、当然図書館業務の委託という話はよく分かるんですけれども、公民

館業務の委託も考えるんですか。それとも、それはほかのどこかで考えてくれて

いるんですか。その辺がちょっとはっきりしないので、ここでやるべき議論は図

書館業務の委託の話をするのか、公民館業務も含めて委託の話をするのか、その

辺を明確にしていただかないと、話がこんがらがるだけだと思います。 

【大串会長】  この前お話しさせていただいたときは、図書館部分について話

をするというお話でしたね。 

【内田館長】  公民館に関しては、あくまで公民館運営審議会のほうで同じよ

うにやられていますので。 

【諏訪委員】  やってるわけですね。 

【内田館長】  そうです。だから、ここでは図書館というところをメインに据

えていただければいいと思います。 

【諏訪委員】  それで、簡単に言うと、どっちにウエートが、フィフティー・

フィフティーですか、それとも、どうなんですか。市としては、どっちのほうに

ウエートをかけられている？ 

【内田館長】  どっちにウエートという発想はなくて、あくまで全体として緑

センターをしっかりと盛り上げるような委託をしていきたいという思いがあり

ますので。 

【諏訪委員】  いや、というのは、サウンディングをすると、相手というか、

業者は、多分得意分野があるんだろうと思うんですよね。そのときに、じゃあ、

どっちのウエートを強めるかによって変わってくるんじゃないですか、業者の

選び方が。 

【中島庶務係長】  いいですか。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【中島庶務係長】  もう一度誤解がないようにお伝えしたいのが、サウンディ

ングは、業務委託をやるに当たって、まず市のほうが緑センターをどうやったら

盛り上げられるかとか、言うなれば、行政はちょっと凝り固まった考えになりが

ちなので、広く民間事業者の方にお越しいただいて、もし緑センターを、今、私

たちが考えているような業務委託をやる場合、民間事業者の柔軟な考え方だっ
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たらこういうことができます、こういうところは直したほうがいいよという提

案をいただくのがサウンディングなので、まだサウンディングに参加いただい

た事業者の方に業務委託をお願いするわけでもないですし、サウンディングの

事業者の方が、例えば、得意分野が図書館業務だから図書館にウエートが強いと

か、そういう話では現時点でないということはご理解いただきたいなと。 

 館長が申し伝えたように、市としては、図書館も公民館も同じように盛り上げ

たい。緑センターで公民館業務を優先していきたい、図書館を縮小していきたい

とか、そういったことは今全くございませんので、一応その点をご理解いただけ

ればと思います。 

【諏訪委員】  はい。 

【大串会長】  よろしいですか。 

【諏訪委員】  はい。 

【大串会長】  どうぞ。 

【大塚委員】  ２つありまして、１点目、先ほど大串先生がおっしゃった中で、

本館も緑も書架がぎゅうぎゅう詰めなので、スペース確保、特に前回私が言った

ように、できれば、Ｗｉ－Ｆｉを入れて、パソコンを置いていただきたいので、

そういう意味でも除籍と、それから除籍ができない資料というのも多分あると

思いますので、そういうものの外部保管というのは賛成です。 

 ただ、私がいた職場も、奈良のほうに大きなものを建てる前はとても大変な状

況があって、小学校の空き教室から、あるいは倉庫を借りて資料を置くというよ

うなことを経験しました。そのとき、とても困ったのは、やっぱり資料に適した

空調設備がない場所を使ってしまうと、それなりにとても大変なんです。現実に

は、職員がローテーションで窓開けに行くとか、そういうことまでやった経験が

あるので、今、図書館界は、たしか保管の業者さんが結構いると思うので、予算

を取るというのはとても大変かもしれませんけれども、例えば行政資料のよう

に、小金井市としてきちんと保管する、しかも、適切な状態で保管しなければい

けないものに対してはきちんとお金を払って環境がいいところで保管をすると

いうようなことを考えていただいたほうがいいのではないかなと思っておりま

す。 

 資料が何万点もカビが生えてしまって、それの後始末をやった経験もあるん
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ですけれども、もう大変でした。カビがあんまり生えてしまうと、台風で被害が

あったところがあるんですけれども、やっぱりいろいろ話しをうかがっていく

と、カビがあまりにひどくなると、人間が入るのも危険みたいな状態になっちゃ

うこともあり得るんですね。ですので、やっぱり適切な環境をきちんと整えた上

で外部保管をしていただければいいかなと思います。それが１点目です。 

 あと、もう一つは、前、奥村さんがおっしゃっていたと思うんですが、緑セン

ターは小学校と中学校があるので、それと連携したサービスをしてほしいとい

うご希望があったと思うんですけれども、そのときに、あそこは浴恩館もありま

すし、例えば郷土についての調べ学習をして、その結果をほかの人も見えるよう

な形でつくっていくというようなことを考えていただけると一番いいのではな

いかなと思います。場所としても、そういう意味でいうと、小金井という市の歴

史とか、そういうことが分かるような地域調べをやって、それをまとめる。多分、

大串先生のお話だと、学習の中に地域について調べるという調べ学習が入って

いるようですので、そこをやっていただけるといいかなと思いました。 

 以上、２点です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【大久保委員】  ここのサウンディング報告の中の、運営への主な意見・提案

のところの囲みの中に、既存事業については委託後も継続対応は可能であると

書いてあって安心しました。そのほかに３つキーワードを挙げさせていただき

ます。事業サービスとして、決められた既存事業以外に、その方々が自主的に、

今の国の図書館の整備も、例えば法律とか状況を受けて、自分たちが自主的に企

画して、こういう事業を展開していきたいとか、こういう講座を開きたいとか、

あと広報ですか、おたよりを出したりとか、発信。今、北も東もカラー刷りの出

してくださっているんですけれども、恐らくホームページですとか、なさると思

うんですけれども、そういったところは可能かどうかとか、あと、市民参加、協

働、たくさんボランティアの方とかが関わって、身近に図書館を感じていってほ

しいという話もあったとおり、今、もう既にいろいろなボランティアの方が図書

館の活動に参加していらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちと

の関係構築は大丈夫かな。今、職員の方がそういう方とやり取りしているので、
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北も東もおはなし会を手伝っていただいているので多分大丈夫だと思うんです

けれども、そういった方たちとの関係構築が可能なのか、そういったところは市

の職員の方にお願いしたいと思っているのかどうかとか、ということです。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【中島庶務係長】  今、大久保委員がおっしゃった部分の懸念事項については、

サウンディングの中で、事業者のほうからおおむね対応可能というお話を伺っ

ております。なので、地域との連携のときに、わざわざ毎回市の職員を呼んで同

席をしてほしいとかそういう形ではなくて、実施できる。ただ、最初の顔合わせ

とか引継ぎもありますので、そういったところはしっかりこちらのほうで、引継

ぎというか、お伝えをした上で自立してやっていただけるものと。 

 現状は東や北も同じような形で、もう地域と関係をつくりながらやっていた

だいていますので、同様な形は、サウンディングに参加していただいた事業者の

方は対応ができるよというお話を伺っております。 

【大久保委員】  ありがとうございます。 

【大串会長】  ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。 

 はい、どうぞ。 

【高橋委員】  サウンディングの中で、何か目新しいものとか、ああ、なるほ

ど、これはいい提案だなというのがありましたら教えていただきますか。 

【中島庶務係長】  まさしく今おっしゃっていただいたようなことは、事業者

の専売特許というか、そういった取扱いなので、実はこのサウンディングの結果

でも、若干そういうお話もあったんですけど、そういったものを公表してしまう

と、先ほどお伝えしたプロポーザルのときに、事業者として、事業者のオリジナ

リティーで提案して、それで評価点を高く取れるという部分を先にばらしちゃ

うと、ほかの事業者の方に、自分たちのところでマイナス点になるので、サウン

ディングの最初のお約束事として、事業者のほうと私たちのほうでそういった

事業者のオリジナリティーの部分の話は、実際の対面でお話ししたんですけど

話題には上がりました。ただ、こういう形で表に出すのはＮＧというお約束の下、

実施をしております。ただ、そういう提案があったというのは幾つかありました。
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お答えはしておきます。 

【高橋委員】  ありがとうございます。 

【大串会長】  難しいところだね。 

【中島庶務係長】  先に私たちがばらしちゃうと。 

【高橋委員】  そうですよね、確かに。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【大久保委員】  全館一体感というんですか、本館、東、北、緑、西之台含め

て一体感ということで、北と東が委託化されて、こちらからすると、すごく発信

が分かりやすくなっていて、広報ですとか、ホームページに載っけるとか、カラ

ー刷りのチラシとか、あと、公民館と図書館の連携講座とか、緑分室もいろいろ

新しいものにチャレンジしていて分かりやすくなったんですけれども、利用者

の声、地域の方の意見をできるだけ取り入れてやっていってほしいと思いがあ

って、要するに、よく分からないんですが、業務委託の仕様書に書かれたものを

実行していくので、それ以外のこともいろいろ出てくると思うんですよ、要望で

すとか気がついたこととか。というのを、例えば、直営のときは直接職員の方に

言えば、私なんかとしては市のほうに伝わったという実感があるんですよね。今、

本館にはこういう小さいチラシで気づきましたとか、提案しますとか、要望しま

すという声を拾うシートが置いてあって、それは多分北と東にはなくて、緑分室

は分からないんですけれども、本館の１階と２階にはその紙があるんですけれ

ども、どうして北と東はないんだろう、声を聞いてくれないのかなってちょっと

思ったりして。 

 ですので、声を拾うとか、利用者の方と一体感というか、意見を吸い上げるツ

ールとして、そういうのはやっぱり全館でやっていただいて、それを集めてＱ＆

Ａじゃないけれども、今、本館のほうには、質問があって回答が年に１回しか出

なくて、でも、出ないよりはいいやと思っているんですけれども、そういったこ

とを全館でやっていただいて、利用者の方の声を拾い上げながら、運営のほうに

も生かしていくことで、市民ニーズに柔軟に早く答えるというのを全員参加で

やっていただきたいなと。 

 今、東と北は委託化されて柔軟にいろいろやっているなと感じで、緑分室も新

しいことにチャレンジしていて頑張っているなと分かるんですけれども、本館
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もすごく去年よりも今年は細かいところまで目が行き届くようになったなと思

っているんですけれども、全体としてというのがちょっと弱いかなと。緑分室の

タイミングを捉えて、利用者さんの声を吸い上げて、さらに展開していく、委託

化されると声が届きづらくなるのかなという感じもしました。利用者懇談会と

かもあると思いますので、ただ、なかなか出られる方は少ないと思いますし、そ

ういった意見シートを置かれたらどうかなと思いました。 

 以上です。 

【大串会長】  なるほど。今の話はすごく重要だよね。僕がアメリカに行った

ときは、利用者さんが自分で紙に書いて図書館にいろいろ意見を言うんですよ。

それがしばらくすると、回答が出されて、全部紙に貼り付けてあるんですよ。例

えば、夜何で開館しないんだとか、なぜこの資料を買わないんですかとか、この

本はとてもいいから買ってくださいとか、いろんな住民の意見の意見が張り出

されて、それで、例えば図書館の入り口のところには机が置いてあって、そこに

自分たちがいろんなイベントを地域でやるとか、いろんな集まりをする、ポスタ

ーじゃなくて、シールみたいなのを並べて置いて、それを自分たちで管理すると

いうシステムなんです。それで、それは住民の方が管理していて、図書館に一歩

入ると、図書館が管理していて、それでその館の入口のところにそういういろん

な住民からのご意見に対する回答が書いてあるというのを見たんですけど、や

っぱり公共図書館というのは、住民の方のそういう意見を、どこでも、僕、そう

すべきだと思っているんですよ。 

 だから、今のご意見だと、やっぱり住民の方が書けるようなシートを必ず入り

口に置いておいて、それに書かれたことは張り出しちゃって、それに対する図書

館の答えも書いて、またそれに対する住民の方のご意見があれば、そういうこと

が行われたほうがいいなと思うんですよ。それも全ての図書館でね。だから、業

務委託はされるんだけど、業務委託と指定管理の違いというのは、多分業務委託

の場合は、図書館側が、本館なら本館がこういうふうにしてくださいというのが

あれば、それをみんなやっていただけるようなことができると思うんですよ。 

 それで、図書館のサービスで一番問題なのは、レファレンスなんか特にそうな

んだけど、住民から聞かれたことがあるわけですよ。そこの図書館で答えたこと

があるわけです。それがほかの図書館にもつながってないと図書館のサービス
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は成り立たないんですよ、本当は。だけど、そういう成り立たないサービスばか

り日本の図書館はやっているんですよ。まずいですよ、それ。だから、こういう

ことを聞かれましたということが、ここの図書館ではこういうふうに聞かれま

したということが分かるようなことを、みんなが分かるようなことをやって、も

しそれに対する意見があるんだったらすぐ、それに対してはこう答えたほうが

いいですよとか、こういう資料もありますよということを図書館の職員同士で、

委託の職員同士も含めてフラットな形で意見を交換したり、アドバイスしたり

することができるような仕組みにしないと、本当は駄目なんです。 

【大久保委員】  同感です。と思います。 

【大串会長】  ところが、僕がやったところはそうじゃないんですよ、業務委

託って。管理職の間を通じないと、こちらの意見は言えないということを業者は

言うんです。それだと成り立たないんです。僕、そこの業者はやめてもらいまし

た。あなたのところとやると、図書館のサービスは成り立たないから、あなたは

ほかのところでこういうサービスをトでやっていて、すごく評価を受けている

という話は雑誌に書いているけれども、それはうそなんですよ。やっぱりちゃん

とした図書館の、日常に利用者さんとの関係が、リアルタイムでお互いに分かる

ようなシステムをつくらないと、図書館のサービスはよくならないんですよ。だ

から、そういう意味では、今回の業務委託とか、すごく重要なのは本当はそうい

うところなんですよ。 

 だから、緑で起こったことが、ほかの館にもすぐ伝わるようなシステムを構築

しておいてもらわないと、本当にお互いに全体としてサービスが向上するとい

うシステムになっていかないんですよ。だから、その辺は今度の業務委託でも、

図書館なりに考えていただいて、できるだけ、１つは住民のご意見を受け止めて、

それで、それに対するコミュニケーションが住民との間にできるようなシステ

ム、それから、図書館同士が協力し合って、だから、この本買ってくださいとい

うことも、お互いに意思の疎通が取れるようなことをぜひ実現していただきた

いなと僕は思うんですよ。 

【大久保委員】  私もそう思います。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【諏訪委員】  そうすると、今、緑センターは分館長がおられて、たしか市の
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職員の方がやられていますよね。これは業務委託になったときはどういう形に

なるんですか。要するに、今、分館長がやられていることも含めて業務委託しち

ゃうんですか。それとも、どなたか市の職員の方がいて、その方のコントロール

の下で業務委託されるんですか。それいかんによって、今、いろいろ言われてい

たことが、意思が伝わるのか伝わりにくくなるのかが明確になると思うんです

が、ちょっとその辺の体制が分からないので教えていただけませんか。 

【大串会長】  どうぞ、どうぞ。 

【内田館長】  体制としては、あくまで本館に図書館長がいて、委託館に関し

ては、受託先というところで、業者さんがそこに責任者を置かれると思うんです

けれども、その責任者に対して私なんかがどこまで言えるかはというのは、それ

は仕様の書き方次第になりますけれども、やり取りをしながら運営していくと

いうことになりますので、我々との意思疎通というのは全然できる形になって

くるとは思っております。 

【中島庶務係長】  補足します。 

 今、名称として、北と東も分室長の方がいらっしゃるので、請け負っていただ

いた事業者さんで、そういう代表の方は当然つくっていただく形です。諏訪委員

が、今、おっしゃっられたように、緑センターを業務委託したとしても、市の職

員が１人、２人は残っているのというご質問については残らない形、北と東も残

っていませんので同じ形を想定しております。 

 例として１つ挙げると、既に北と東も毎日日報という形でやり取りもしてい

ますし、本のリクエスト云々とか、書誌コードがどうだとか、頻繁な連絡は仕様

者の中で取れるようなスタイルを取っているので、そういった横の連携という

のは現時点で心配はしていないところになっています。 

【大串会長】  それは多分心配しなくて大丈夫だと思うんですよ。ただ、シス

テムとして、利用者さんから書かれたらどういう形で答えを出すんですかとか、

その辺はまた別の話で、業務委託と別の話で、図書館側のそれに対する考え方と

いうのがあるから、ちょっとまた別の話になるから、それで中央館でそういうふ

うにちゃんとやっているやり方を分館の人ともよく話合いをしてこうやりまし

ょうねというのはそれはそれでできるんだろうなとなりますので、そういう心

配はほとんどないと思います。 
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 業務委託しても、すごくスムーズにいくようなシステムをつくれると思いま

す。ただ、それは館長さんにいろいろ努力していただいて、いろいろと現場の方

とよく話合いをして、それでやっていただくということが必要だと思うんです。

それは大丈夫だと思います。 

【諏訪委員】  いや、そうお願いしたいです。じゃないと、大久保さんが心配

されているようなことになりかねないと思いますので。 

【大串会長】  意思の疎通がうまくいくか分からない。 

【諏訪委員】  その辺の運営移管でしょうけど。 

【大串会長】  それは見ていると分かる。 

【諏訪委員】  どこで？ 

【大串会長】  見てる。 

【諏訪委員】  まあ、見れてば分かりますけど、ただ、見るときにはもうスタ

ートしているわけですから、遅いわけですよ。 

【大串会長】  うまくいってないところは、業務を請け負っている職員の方が

みんな暗くなりますよ、うまくいってないところって。それで、それが利用者サ

ービスに跳ね返ってくる。それは見ていると分かる。だから、貸出し冊数がある

ときから急に落ちたりとかするんですよ。だから、僕は小金井市さんのところを

見ても、そういったことはなくて、職員さんはみんな元気に明るくされてる。だ

けど、最初は元気に明るくでも、ある日から暗くなるところもあるんですよ。そ

れはうまくいってないの。だから、やっぱりその辺はよく考えていただいて、う

まく意思の疎通を取っていただいてやっていただくと。今は、小金井市さん、う

まくいってると思うんで、緑分室は僕はあまり心配してないんですけどね。 

 ほかに何かございますか。 

【大塚委員】  私は貫井北を使っているんですが、個人的な経験として、貫井

北では受けられない本館のサービスについて質問したら本館に聞いてください

と言われたことがあります。 

 それから、これは目撃したんですけれども、本館のリファレンスカウンターで

いろいろ聞いてきて、その後、貫井北に来たという方がいて、その方は貫井北が

本館だと信じ込んでいて、また、そこで貫井北のカウンターの人をちょっとだけ

困らせているというのを目撃したことがあるんですけれども、多分業務報告レ
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ベルのこと以外で、委託の職員さんが十分に把握できなかったりということは

やっぱりあると思うんです。そういうところをカバーするような仕組みを本館

のほうで考えていただくことは必要かなと思います。 

 職員の研修という話になってしまうんですけれども、行政サービスですから

一定の受け答え、それから、図書館員としての受け答え、そこのところは本館の

ほうで、委託先の人たちに対してもある程度のレベルがきちんとそろうように

委託先の業者さんに指示をするとか、きちんとしたマニュアルを渡すとか、そう

いうことをしていただけたらと思います。 

【大串会長】  ありがとうございます。何かございますか。 

【伊東委員】  前回お休みしましたので視察には行っていないものですから、

なかなか発言ができなかったんですけれども、皆さんのお話をお伺いして思う

ことは、市の職員がやっていた仕事を業者に委託するということで、行政サービ

スの質が低下しないかということはやはり皆さんが一番ご懸念されていること

だと思うんですけれども、大事なことは今いろいろお話が出ていたように、例え

ば事業評価をしていくようなときに、組織としての業務改善を考えると、市の職

員の場合には、その事業を改善するために職員がそれぞれ自主的に改善をして

いく努力をすることができるんでしょうけれども、業者に委託をするというこ

とになりますと、それが果たしてどの程度実現ができるのか、また、お話を聞い

ていますと、分館が幾つかあって、それぞれの分館で委託している業者さんが違

うように受けるんですけれども、そういった場合には果たしてどこまで、ＰＤＣ

Ａサイクルの中の業務改善、評価検証が可能なのか、やはりそういうようなこと

を考えると、小金井市の図書館全体を一つの業者で指定管理のような形で一括

して請け負っていただくような仕組みのほうがいいのかなと思うんですが、小

金井市行財政改革２０２５に基づくという大きな枕言葉があって、行財政改革

の２０２５に基づくと、そういった指定管理制度のようなものはなかなか難し

いのかなということで、それぞれ分館ごとに業者が別個になっているというこ

となのかなというか、その辺ちょっとよく分かりませんけども。いずれにいたし

ましても、そういった中でＰＤＣＡサイクルがうまく回せるかどうかというの

は、やっぱり皆さんご懸念されていることなのかなと、感想として思いました。 

【大串会長】  ありがとうございます。 
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 何かありますか。 

【大久保委員】  ようやく頭が回ってきた感じです。 

 お願いしたいことというか、緑分室に限ったことじゃないんですけれども、今、

伊東先生や諏訪さんの話からもつながるんですけれども、今日、講演も聞かせて

いただいて、やはり市民としては、図書館は静かな場所、今、現在地点は静かな

場所、緑分室はＣＤを流したりとか和やかなカフェみたいな雰囲気もあって、こ

れはこの真ん中のところに寄っているのかなという感じで親しみやすい感じで、

ほかの分室も目指すところを一緒にしてやってほしいなと。 

 あと大串会長の資料の５ページの視覚障害者などの読書環境の整備の推進に

関する法律、法律というのが時々出てきて、ユネスコの図書館宣言もそうなんで

すけれども、こういった法律ですとか、指針ですとか、そういったものをやはり、

本館をはじめ各館も共通認識として、それに基づく整備をこつこつやっていく

ことが大事なのかなと。 

 例えばそういうのにすごく強い業者さんがいて、法整備みたいな、そこの館は

それに頑張ってやっているんだけど、ほかの館はあれとか、ただ、長中期計画が

ありますので、そっちのほうに寄っていけば、こういった整備も進むはずなんで

すけれども、やっぱり時代が早かったり、要求がどんどん変わってきたり、市民

ニーズも変わってくるので、そういうものに対して、もう今これに決めたからこ

れしかできませんじゃなくて、やっぱり世の中の流れとか法律とか、そういった

ものにうまく対応しながらやっていきたいな、やっていってほしいなと。そうい

うのに強い館の人がいたら、その方を推進館みたいにして、青少年推進館とか、

地域との連携館みたいな、リーダーとか、リーダー館とか、そういうふうにも打

ち出しちゃって、そこの方に引っ張っていってもらいながら全館がよくなって

いくと、そういう流れで、うねりみたいな感じで、トップダウンじゃなくて、こ

こは強いし、ここはちょっと苦手だけどというところでお互い高め合っていっ

てほしいなと思います。 

 そうすることで、学校や行政、地域との団体、市民協働とかいったところも、

北分室だから学芸大と武蔵野大学提携結んでいるからやっていますではなくて

は、確かにそうかもしれないんですけど、じゃあ、こっちのほうは東側の農工大

と結んで頑張ってやっています、実際に公民館では農工大の先生の講座とかも
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やったりしているので、実際やっているんですけども、やっぱりそれをちゃんと

発信していかないと、先ほどのインパクト評価というんですか、せっかくやって

いるのに頑張っているところは単発でしか伝わっていないというのはすごくも

ったいないので、うまく引っ張って発信してほしいなって、この機会を認知して、

さらにポジティブに捉えて成長してほしいなと。それがまた、その先、５年後、

１０年後とつながっていくと思うので、ぜひよろしくお願いします。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございます。ほかにご意見ございますか。 

 どうぞ。 

【藤森委員】  ちょっと、これはまだよく言えないことなのか分からないんで

すけれども、緑の建物はそのまま残すんですか。 

【中島庶務係長】  緑センターの建物自体はまだ築３０年なので、取壊して建

て替えとかの話は今なくて、あの建物を長く使っていくのが現時点での考え方

です。 

【藤森委員】  それを伺ってすごく安心したんですけれども、この間、視察と

いうか、見学させていただいたときに、安野光雅さんの魔方陣が壁全体にありま

して、あれを壊すんだったら大変な損失だなと思って、あれは宝といってもいい

ぐらいの素晴らしいものだったので建物を壊さないと聞いて安心しました。あ

りがとうございます。 

【大串会長】  でも、あれ、文化財だからね。たとえ建物を壊しても、あの絵

はちゃんと保存するでしょう。 

【藤森委員】  あれは本当に、もっと宣伝すればいいのにと思うぐらい素晴ら

しいものだと思いました。 

【大串会長】  「何でも鑑定団」に出したら幾らぐらいになるのかね。 

【藤森委員】  ねえ、本当です。 

【諏訪委員】  あれは保存できるんじゃないですか。 

【大串会長】  いや、そういうのはちゃんとやります。 

【諏訪委員】  多分。今の建築技術だったら、切り取って保存しておいて、ま

た、どこかにつけ直すということも可能だと思いますよ。 

【藤森委員】  それでもっと見やすく、みんなが見えるように、気がつかない
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で通り過ぎちゃったりすることもあるかなと思うので、もっとみんなにそれこ

そＰＲすればいいのになって、そのとき思いました。 

【大串会長】  教育委員会は文化財も抱えているから、壊したりなんかすると、

紺屋の白袴になっちゃいますから、そういうことはないでしょうね。やっぱりち

ゃんと。緑分室の中のほうのいろんなものを見ても、いろいろと配慮されてやっ

ているから、それは大丈夫なんじゃないですか。 

【藤森委員】  ありがとうございました。 

【大串会長】  ほかに何かありますか。いろいろ出たので、こういったことも

含めて答申の取りまとめの原案を考えていただいて。スケジュール的には、次回、

それを見せていただいて、意見を言って、それで取りまとめという、こういうこ

とですよね。そうなるんですよね。はい。 

 やっぱり業務委託の場合でも、あうんの呼吸のところがかなりあるんですよ。

それはもう館長さんのご判断ということで大体やりますので。僕もそういうと

ころの館長をやったことがありますので。やっぱり駄目なのは駄目だよ、これは

とか、やっぱり一緒にやろうねというところはやるし、こういうふうにしてくだ

さいねというところはある。それは館長さんがその場で上手に連携していただ

くと、お互いに理解し合ってよくなるんですよ。だから、そのシステムを上手に

つくっていただければ、全然問題ないんじゃないかと僕は思うんですよね。です

から、その辺は心配しなくていいんじゃないということ。ただ、気がつかないと

ころもあるから、我々が図書館協議会でアドバイスするとか、意見を言うとか、

そういうことはございます。どうぞ。 

【高橋委員】  緑分室の館長さんのお人柄で地域とつながっていたところも

あるんじゃないかなというふうに、すごく館長さんを見ていると思うんですけ

れども、そういうのが委託になってしまって切れてしまうとか、うまくつながら

なくなってしまうのではないかというのもちょっと心配はありまして、館長さ

んは、今後どのような形で、どのような立場になるんでしょう。すいません。よ

ろしいですか、聞いても。 

【大串会長】  どうぞ、お願いします。 

【若藤主査】  市の職員という位置づけなので、緑分室を委託された後は、ど

こか他の部署に、あるいは本館に配置されるか、それは人事のことになっており
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ますので。いずれにしても、市役所のどこかの部署に配属されることになります。 

【高橋委員】  図書館は専門分野みたいなところがあるので、そこで長く上手

にやってくださる方が、ほかの職員になってしまうのも、すごくもったいないな

とかねがね思っていたので、引継ぎみたいな形で残られるとか、そういうことも

もうないんですか。業務委託すると、もう、はいっていう感じで。 

【若藤分室長】  そうです。 

【高橋委員】  そういうことなんですね。 

【大串会長】  先生のほうに話を聞くという時間を取ってないので、もしご意

見があれば、先生のほうに、何かご意見があれば言っていただくというふうにし

ないとまずいと思いますので。 

【事務局】  林先生、いかがですか。 

【大串会長】  いかがですか。 

【林委員】  お尋ねしたいんですが、既に検討されているかと思いますが、す

ごく遠い昔を思い起こしまして、私、図書館情報学科の学生だったときに、大学

の医学部の図書館で夜間アルバイトをしておりましたが、お金をいただいてこ

んなに勉強できることって本当に楽しいと思っておりました。ですので、いわゆ

る図書館司書の資格取得の為に勉強中の学生さんなどで小金井市に在住の方等

を募集してみるのはいかがでしょうか。実際、そのような学生さんへ業務委託先

業者さんのバイト募集が、届いているのかどうかなと、思いました。経験を積ま

れた職員の方が異動されるというのは、それは公務員さんとして仕方がないこ

とかなと思うんですが、熱意ある学生さんがどんどんアルバイトとして入られ

るというのも、私は、一つの妙案かなと思いますが、実際に学生さんとかには、

募集はいつもかけられているものなんでしょうか。 

【大串会長】  どうぞ。 

【中島庶務係長】  今、林委員からおっしゃっていただいた部分は、実は足り

てないというか、実際やり切れてない部分になります。市のほうの直営で、今は

会計年度というスタイルでの時給制だったり月給制の人の雇用をやったりして

いるんですけど、当然、ＮＰＯのほうの受託事業者の今の就労形態を見ても、１

日、例えば７時間という形の労働時間だと、実際、学生がむしろ応募しにくい状

況になっています。実は、雑談程度でも聞くと、伊東先生ともそういうお話を、



 -23- 

ちょっと雑談をやったことあるんですけど、１日７時間だと学生は応募しにく

いかなと思っています。林委員のご提案というのは、やはり地域だったり学生の

ことを考えるとすごくいい提案だと思うんですけど、現状の雇用スタイルとか

を工夫していかない限り、学生のほうとか、そういった形の雇用が広がりにくい

かなと。ぜひアドバイスなどでいい対策があれば、考えていきたい分野だと思っ

ています。 

【大串会長】  ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。 

【中島庶務係長】  それとは別で。会長、すいません。先ほど答申に向けての

おまとめのほうのお時間なんですけれども、藤森委員にもお話ししたプロポー

ザルという関係がありまして、高橋委員からも、引継ぎをしっかりやっていくと

なると、逆算をすると、まだ１年以上先なんですけど、令和６年４月からなんで

すけど、しっかりした引継ぎ期間を考えていくと、７月ぐらいにプロポーザルを

やらないと、多分、しっかりした引継ぎ期間がつくれないかなと考えております。

なので、そのために６月の市議会で、これに関する補正予算というか、お金のお

話もするつもりでおります。となると、答申をいただくときに、できましたら４

月のあたりでいただいておいて、今、ちょっと案の段階なんですけど、５月に利

用者説明会もやりたいなと思っているんです。なので、協議会の皆様から、実は

その手前で、説明会の前に答申をいただけないかなと、私たち考えておりまして。

そうすると、次の会は４月に設けたときに答申をいただけるように、今、出たお

話の答申案を、内容を見ていただくのを、可能であれば、メールとかで、会長と

たたき台を早急にやり取りさせていただいて、委員の皆様に展開をさせていた

だく。委員の皆様からご意見を頂戴して、また会長、副会長ともむというのを、

電子メールを使って時間の短縮を図らせていただけるとありがたいなと思って

ございまして、その辺は、もしよろしければ、ご理解いただければ、そのやり方

が助かりますということです。 

【大串会長】  いいですよね、それでね。 

（「はい」の声あり） 

【大串会長】  そういうことで進めましょう。 

【中島庶務係長】  何回かそういった会長とのやり取り、委員の皆様とのやり

取りを、事務局が軸になりますので、やり取りをさせていただければと思います。
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ありがとうございます。 

【大串会長】  どうもありがとうございました。 

 特に、これぐらいで今日はおしまいにして、事務局から何か。 

【内田館長】  事務局から１点、実は皆様にお諮りというか、ご意見をお聞き

したい点がございます。開館時間の件なんですけれども、緑分室、これから委託

するに当たりまして、もう既にほかの委託館分室が２館ございますが、そちらは

９時から１９時まで行っているわけなんです。緑に関しても、その時間でいいか

どうか、あるいはほかの時間がいいのかというところのご意見をいただきたい

のが、まず１点です。 

 あわせまして、かねてから希望が非常に多い本館の開館時間の延長というこ

とがございます。それに関しても、この委託に合わせて対応していきたいという

希望を我々持っておりまして、その点をご議論いただきたいなと。その意味も含

めまして、今日添付させていただいた資料、時間別の入館者数、それから近隣市

の図書館の運営状況をお配りさせていただいている面もございますので、そこ

のところのご意見をいただきたいということでございます。 

【大串会長】  今、館長からのお話、いかがでしょうか、開館時間。一番は緑

分室の開館時間を他の委託館と合わせるという。 

【内田館長】  合わせるのがよろしいかどうかでございます。 

【大串会長】  ９時から７時までという、こういうことですね。これは開けれ

ばいいんじゃないかと、僕は個人的に思うんだけども、どうでしょうか。何かあ

りますか。 

 あとは、緑分室の休館日は――これは本館の時間延長？ 

【内田館長】  そうです。本館の開館時間の延長も、ここで併せて考えたいと。

かねてから非常に市民要望が高い案件でもありますので、タイミングとしては

非常にいいんじゃないかと。委託館が３館になった場合に、全て時間が延長され

た場合、本館だけが今までみたいな形で開館時間が延長されてないのは、あまり

よろしくないと我々考えておりまして、そこで皆様方のご意見も伺いたいとい

うところでございます。 

【中島庶務係長】  資料のほうを本日お手元にお配りしております。小金井市

立図書館の時間帯別利用者数というものになります。それの表面に本館の利用
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者の時間帯ごとの平均利用者数を記載しておりまして、１枚目の一番下に本館

の、特に開館時間を延長した場合、午後５時以降の１日当たり平均来館者数とい

うのもカウントした資料になってございます。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【大久保委員】  緑分室については、北と東と同じように９時から１９時で、

休館日はちょっと分からないんですけど、市民にとっても分かりやすいかなと。

本館については、緑と北と東は公民館と一緒になっているので、そちらの開館時

間もあるし、学習室のようなスペースも少しはあるので、そこでちょっとやった

りとか集まりがあったりするので９時－１９時でいいのかなと。本館について

は、別館に学習室があるんですけど、そっちの管理もあるとは思うんですが、た

だ、やっぱり要望からすると、２階の児童室は５時で閉まっちゃうというのは、

現代的な生活からすると早いのかなと。かといって１９時まで開けていて、たく

さんいらっしゃるかなというのはあるんですけれども、ちょっと５時に閉まる

のは早いかなと。でも、１９時がどうなのかなというのは、ちょっと……。例え

ば職員の勤務状況もあるので、５時はちょっと早いけど、７時はちょっと遅いか

なと思ったら、その間を取ってもいいのかなと。９時開館については、それも勤

務の、３０分でも、９時半ならやりやすいけど、９時だとちょっときついとかと

いうことがあれば、直営でもあるので、そこは３０分早くなっただけでもとか、

１５分早くなっただけでも利用者としてはありがたいかなという気がします。

そこは委託館と直営館の雇用形態とか、あと複合施設と一緒になってないとか

ということもあるので、そこは、そこを管理して決めたらいいのかなと思います。 

 以上です。 

【中島庶務係長】  ありがとうございます。緑センターと北センター、休館日

のところなんですけど、公民館と複合施設になっているので、実は建物自体の休

館日というのに縛られちゃっています。公民館のほうが第１、第３火曜日が休館

になっています。どうしても図書館のほう、センターのほうの施設の維持管理は、

実は今、公民館のほうが営業時間が長いので公民館の担当職員のほうでやって

いただいているんです。なので、公民館のほうの休館日に現状は合わせざるを得

ないかなと。業務委託後についても合わせざるを得ないかなというのが、休館日

についての考え方です。 
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 あと、開館時間を本館が延ばした場合ということについては、お配りしている

資料の、今、本館が試験的に水、木、金だけ午後８時までに１階を開けているん

ですけど、そこの利用状況です。１時間当たりの平均利用者が、１９時以降は平

均１１人しか来館がない。さらに、それの時間帯を３０分ごとに区切ると、１９

時から１９時半までは４人、１９時半から２０時までが平均３人といった形で、

また細かく数字が分かれてくるんですけど、そういった状況も加味した上で、ぜ

ひ委員の皆様のご意見をいただければと思ってございます。 

 すいません。補足の説明になります。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【諏訪委員】  利用者側だけの考えで言いますと、開館日が増える、あるいは

開館時間が拡大する分には何の文句もありません。ただ、逆に、今開館している

時間が短くなるとか、そういうことになると、かなりの方が不安を覚える可能性

があるので、そこは慎重にお考えいただきたいということで、いろいろ利用頻度

の問題とか、人繰りの問題とかあるでしょうけども、利用者サイドからそう考え

ての声が多くあると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 結論的に申し上げるわけじゃないですから、一応、希望だけ申し上げておきま

す。 

【大串会長】  確かに世の中一般としては、広げたサービスの枠組みを狭める

というのは、いろいろご意見もあるところ。ただ、今日もお示ししましたけども、

全国的に見ると、職員の手当とか職員の健康の問題とかいろいろあると思うん

ですけども、意外と週２日間休みとか多いんですよね。僕も図書館で１２年ずっ

とやって、不規則勤務でずっとやっていましたけども、労働の質ということであ

れば、やっぱり働く側は短いほうが、それはいいですよね。ただ、学校の先生に

なってみたら、全然そういうような勤務じゃなくて、こんなことまでやるのとい

う感じで、学校の先生のほうが全然、ほとんど超過勤務を毎日している感じでや

っていますけども。ただ、働く側から見て、それからサービスの質を保つという

ことから考えると、ある程度、その辺、住民の方にご理解いただいたほうが僕は

いいなというふうに思っている人間なので、これは何とも言いようがないんで

すけども、図書館としていろいろご検討いただいて、それでご判断いただくとい

う、こういうことで僕はいいんじゃないかなというふうに思うんです。特に、こ
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うだという意見は何とも言いようがないんですけども。 

 ほかにいかがですか。どうぞ。 

【大久保委員】  働く側からの意見からすると、実は９時－１９時についてな

んですけど、ありがたいんですけど、もうちょっと遅くてもいい。他市を見ると、

結構いろいろな刻みがあって、９時半ぐらいでもすごくありがたいし、７時まで

行かなくても、返却だけだったらポストに入れればいいですし、必ず毎日行って

いるわけじゃないので、週２日でもいいですし。７時のところを６時半でも、そ

れは自分の都合なんで。私は総時間であと１時間短くてもいいのかな。それはこ

の間、二、三年前視察で市立図書館を巡ったときに、開館する前に仕事があった

り、閉館した後に仕事があったりを聞いたりしているので、必ず前と後の仕事も

あるので、それも含めると、９時に開けるためには８時半とか早く来たりして、

それで数人しか来なかったらもったいないなとか。例えば公民館と複合だった

ら、公民の方に座っておいてお呼びいただけるとか、市民の方に座ってもらうと

か、今回のことではないんですけど、出て座っていただくというのも、長期的に

見ながら、１回決めて、あまりころころ変えると混乱しちゃうのであれなんです

けど。 

 以上です。 

【大串会長】  図書館によっては、一年中開けているところがあるんだよね。

それは山梨県にあったんだけども、それは利用者カードを入り口でぱっとやる

でしょう。それで中に入れて、見て回って、それで借りていく。 

【大久保委員】  セルフですか。 

【大串会長】  もうセルフで全部やっちゃう。今日も、僕の話では、ヨーロッ

パではセルフの時間帯もすごく増えている。やり方によってね。公民館の中にあ

るんだったら、セルフの時間が増えても構わないんじゃないか。ただ、本館の話

だからね。これもまた住民との関係とか、それからいろいろなところとの関係が

あると思う。はい、どうぞ。 

【伊東委員】  頂いた１ページのデータから見ると、平均の利用者が多いのは

１０時から午後４時間までが多くて、午後５時以降は圧倒的に利用者が減って

きているわけなので、市民の方に５時以降の利用者がそれほど多くいないとい

うデータはあるのかなというふうには思うんです。 
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 あと、働き方の問題とか、職員のいろいろなこととか、あと、ばかにならない

のが、今うちの大学なんかでもすごく言われている、電気代が今物すごい高騰で、

これは本当に市全体の財政を逼迫しているぐらいの電気代の問題とかがあって、

これは非常にばかにならないようなこととかを考えると、そういったことも含

めて、利用時間をどうするかというのは少し考えたほうがいい。 

 今日の大串先生のお話でいくと、空間の問題をどう捉えるかということで、本

を借りる場所なのかとか、それからあと、例えば学習室のようなものがあって、

そういったところを活用させて、子供たちなんかに勉強させるというようなこ

とでいくと少しまた話は変わってくると思うんですけど、図書館の在り方との

関係で利用時間帯というのをどう考えていくかという、そういうコンセプトの

中で総合的に利用時間というのを考えていかないと、市民の方々へのご説明を

する上で、そこのロジックが成り立たなくなるので、そういったことの中で開館

時間というのをお考えいただいたらどうかなというふうに思います。 

【大串会長】  ありがとうございます。大体こんな感じだと思うんですよね。

事務局のほうに考えていただけたら。我々では見えないところも結構あるので。

我々が議論しても、その辺のところが何とも言いようがないので。我々の意見と

して……。どうぞ。 

【中島庶務係長】  会長、すいません。ぜひ委員の皆様にもお伺いしたいんで

すけど、本館の話題が出ましたので、今、緑センターのほうは、ほかの東と北と

合わせて分かりやすく１９時とかというのが、公民館との複合だしというお話

しいただいたところなんですけど、例えばですけど、今見ていただいて、１９時

から２０時は数が少ないので、本館も１９時までとか、例えば小金井市内の図書

館サービスは１９時だという一律になるのが分かりやすいとかというのは、例

えば委員の皆様とか利用者目線でいくと、そういったお考えとか、受け止め方は

あり得たりしますか。 

【大塚委員】  それはあると思います。私は貫井北に慣れてしまっていて、図

書館は火曜日休みだと思い込んでいて、実は、娘や孫も全員で来たら休館日だっ

たということがあったりしているので、なるべく同じ、曜日については、休館日

はそれぞれずれるかもしれませんけれど、一律のほうが利用者としては楽では

ないかと思います。 
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 それから、２０時までというと、２０時からまた残務がありますよね。経験的

に、委託費のことなんかも最近出ていますけど、少なくとも委託をするときには、

あまり遅い時間帯まで引っ張るよりは、一律で午後７時までで十分ですし、逆に

本館も、今、上のお部屋と下のお部屋が、時間が違っちゃっているんですよね。

なので、私、上行ったり下行ったりしようとしたときには、あっていう感じがし

てしまうときもあるので、同じ時間帯で覚えられたら、そのほうが利用者として

は楽だと思うので、一律で夜は７時ということでもいいんじゃないかなという

ふうには思っています。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【中島庶務係長】  ありがとうございます。参考になります。そういうご意見、

お電話とかでもぽつぽついただいたりしていたところなので、協議会の皆様か

らもお伺いできればと思っての質問でした。ありがとうございます。 

【大串会長】  どうぞ。 

【大久保委員】  私は、そこは本館の考えでいいのかな。感覚的に１９時まで

というのは分かりやすくて、開ける時間については、９時じゃなくてもいいのか

な。それはそれで、ホームページを見れば開館時間が書いてあるので、いいのか

なと。 

【中島庶務係長】  ありがとうございます。 

【大串会長】  僕も２０時までというのを大分長くやったけど、なかなか体調

維持が難しいよね、２０時っていうのは。食事の時間というのは、結構難しいね。

食べる時間とかね。 

 それから、結構夜って、ここにもあるけど、人数、少ないんですよね。なぜ１

人でカウンターの中でって話だけど、何で今ここにいるのという、こういう話。

林委員、どうぞ。 

【林委員】  委員の皆様方が１９時というふうに言われている中で、都心まで

働きに行かれている、いわゆるビジネスマン、あるいはキャリアウーマンの方々

が帰りに寄って、急ぎの仕事のためなどに本を借りたいといったときを考えま

すと、例えば定時退庁の水曜日など２１時ぐらいまで延長のほうが、そういう

方々は借りやすいのかなと思います。曜日は水曜日がいいのか、金曜日がいいの



 -30- 

か分かりませんけど、せめて２１時は難しくとも２０時までは開けておくとい

うような日があるほうが、納税者の方々にもっと使っていただく、そして、それ

をもっとＰＲしないと利用者が増えないと思います。結構ＰＲすれば、皆さん利

用されるのかなというのが利用者側の意見で、大串先生も大塚さんも言われる

ように、図書館側としては、なかなか遅くまで開けているのは大変だと思うんで

すけれども、その分、例えば２０時まで開ける日は開館時間を少し遅くするとか

も一案かと思います。今非働き方もいろいろな、様々な時間帯でということにな

っているので、少し遅く開館して、遅くまで開けている日を週に1日ぐらい設け

るのもいいかなと思います。意見でございます。 

【大串会長】  どうもありがとうございました。 

 図書館の場所にもよるよね。僕は、ある区で、駅前の図書館というのをやった

んですけど、それは９時までなんです。９時まで、途切れないぐらい人が来た。

やっぱり場所によるんだよね。さっきの意見交換会でも出たんだけども、ここは

場所がよくないよね、はっきり言って。だけど、こういう図書館は多いんだよ、

日本はどうしても。だから、やっぱり図書館は駅前のいいところに、人がたくさ

ん来れるところに設けるというのがいいと思うんですけども、それはともかく、

これは要するに事務局のご判断になりますので。 

【伊東委員】  そうですね。決めの問題だと思います。 

【大串会長】  個人的には。だから、場所によっては、もう９時まで人が切れ

ないです。教育委員会の人は、とても驚かれていましたけどね。こんなに人がい

らっしゃるものなんですねと。ただ、それはそこの図書館だけね。 

【伊東委員】  いいですか。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【伊東委員】  これは本当に決めの問題で、議論も大事ですけど、図書館の皆

さんの主体性というか、あとは理屈だと思うんですよね。どう理屈を構築するか

ということで決めていくしかないかなというふうに思います。いろんな考え方

があると思いますけども、理屈をどうするかということ。 

【大串会長】  そういうことで、今日は、もう時間も大分、皆さん、お疲れだ

と思いますので、その辺で取りまとめて、あとは先ほど庶務係長が言われたよう

に、そういう形で進めさせていただくと。皆さん方のところにメールが行くと思
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いますので、そのときはひとつよろしくお願いいたします。 

 こういうような感じでよろしゅうございましょうか。事務局のほうでは、何か

ございますか。 

【香川奉仕係長】  １点だけ報告いたします。今年度、利用者登録の見直しか

ら始まりまして、その議論の中で協定市の利用者との、サービスの差ですとか、

予約本がいくら待ってもなかなか来ない、そういったところをスムーズに何か

できないかというようなご意見いただきまして、ご議論する場のかわりに、皆様

にメールでご意見を伺ったということが経過としてございました。協定市の方

との利用の差に関しては、ホームページでもアップさせていただいているとこ

ろなんですけども、４月４日から新刊本に関しては、１年後の予約受付とさせて

いただきました。延滞によって、予約本の提供がなかなか遅くなってしまってい

るという事象もあります。今現在は、返却予定日の４週間たってしまったら利用

停止ですが、返してもらったら、通常どおり利用は再開できます。ただ４週間は

ちょっと長いよねとのご意見もあったので、２週間と延滞に関する期間をちょ

っと短くします。こちらも４月４日からスタートすることになっております。何

で４月１日じゃないのというのは、ちょうど日が悪くて、土日をはさみ、システ

ム変更もあるので、安全を取って４月４日からとさせていただいております。今

年度はいろいろご議論、ありがとうございました。 

 以上です。 

【大串会長】  そういうことで、今日はこれで協議会を終了させていただきま

す。どうも林委員、ありがとうございました。 

【内田館長】  １点だけ、次回の日程なんですけれども、今、事務局としては

４月１４日の午後、もしくは２１日にさせていただきたいと思っております。改

めてこれもまたメールで調整させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

【大串会長】  よろしくお願いします。 

 どうも長い間、ありがとうございました。お疲れさまでございました。 

 

―― 了 ―― 


